
北九州市における小中一貫・連携教育の現状

令和２年１１月１９日

令和2年11月19日 第１回北九州市小中一貫教育検討会議

資料４
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１．交流活動
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交流活動の実施状況について（教職員交流）

※小中一貫・連携教育に関するH27～Ｒ１（Ｈ３１）年度実績より作成
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管理職による定期的な意見交換・情報交換会 児童生徒に関する情報交換、教科毎意見交換

授業研究会 合同研修会（授業以外）

3

交流活動の実施状況について（児童生徒交流）

※小中一貫・連携教育に関するH27～Ｒ１（Ｈ３１）年度実績より作成
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小学生による中学校授業体験 小学生による中学校部活動体験

小学生による中学校学校行事等への参加 小中学生による合同授業・合同行事

小中学生協働による取組（生徒会・児童会合同会議等）



4

交流活動の実施状況について（保護者・地域交流）

※小中一貫・連携教育に関するH27～Ｒ１（Ｈ３１）年度実績より作成
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地域との活動（合同花づくり活動参加、合同清掃活動参加） ＰＴＡ合同バザー、スポーツ大会参加

5

２．９年間を通じた学習指導
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９年間を通じた学習指導の状況
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９年間の校区共通「目指す子ども像」等の設定

合同研修会等に基づく学力・体力向上の取組の推進

課題やつけたい力等を明確にした９年間のカリキュラム編成

7

全般に係る内容

◆北九州スタンダードカリキュラムの作成

○北九州市の小・中学校の教育課程編成のための標準モデルを小学校１年生～中学校
３年生までの全学年分を全教科示した資料

○学習指導要領の改訂に伴い、小学校は令和元年度に改訂し、中学校は令和２年度に
改訂予定。

○ 単元（題材）ごとに指導の目標を記し、目指す子どもの姿（評価規準）を明示すること
で、その単元（題材）における育成すべき資質・能力が明確にわかるようにしている。

◆「すべての教師のための授業改善ハンドブック」等の作成

○ 平成22年３月に策定した授業改善ハンドブックについて、平成30年３月までに７回改訂を行い、内容を更新してい
る。

○ 最新のハンドブックでは、小・中学校に共通で「わかる授業」づくり５つのポイントを提示し、授業方法の基盤となる
ところに関しては、小・中学校で共通性をもたせている。
（５つのポイント）
①「学び合いの基盤」（ポイント１）
②板書には、必ず「めあて」、「振り返り」
③子どもの思考を深める「発問」の工夫
④１単位時間の中に「話し合う活動」と「書く活動」
⑤「まとめ」と「振り返り」終わり５分の確保

○ また、授業改善ハンドブックの内容にあわせて、授業の見方ポイント集等を作成している。
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（参考）北九州スタンダードカリキュラム 小学校第３学年社会科の年間計画

9

「豊かな心と体験」関連

◆本市独自の取組

○ 「北九州スタンダードカリキュラム」において、小中学校の道徳や特別活動等の各学年の年間指導計画例を示してお
り、教科書以外に、「北九州道徳郷土資料」、「人権教育教材集 新版 いのち」を取り扱うこととしている。

◆北九州道徳郷土資料

○ 平成24年３月に教員用に、郷土の発展に尽くした人々の生き方や伝統文化、伝説などの資
料や指導展開例を掲載した「北九州道徳資料」を学校に配布。その後、平成26年２月に児童
生徒用を作成して配布。

○小学校低学年、小学校中学年、小学校中学年、中学校用に話を区分するなど、発達の段階
に応じて使用できるように掲載。

◆人権教育教材集 新版 いのち

○発達段階に応じた小学校１～３年生版、小学校４～６年生版、中学校版の３分冊で、児童生

徒が差別、いじめなどに関わる人権感覚を身に付ける上で有効な教材（読み物資料等）を掲
載。

○教師用指導書も作成しており、人権教育の指導方法の在り方、新版いのちに掲載されている
教材を活用した授業の学習指導案などを提示している。

表紙
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「言葉の力」関連

◆日本語大好き音読暗唱ブック「ひまわり」

○ 日常の学習や、生活の基盤となる日本語の美しさやリズムを豊かに感じさせ、

「言葉の力」を高める音読暗唱活動に活用できるようにため、小学校１年生～６年
生向けに音読暗唱に適した詩や文章を、小学校各学年の発達の段階に応じて掲
載。

◆英語大好き音読暗唱BOOK Rainbow
○生徒に音読や暗唱を行わせることを通じて、英語で表現することに自信をもたせるとともに、
学習意欲を高め、総合的な英語力の定着・向上を図ることを目指したもの。

○英語のことわざ、有名なスピーチ、北九州市の名所・旧跡の紹介などを掲載。

◇子ども図書館

○ 「北九州市子ども読書活動推進条例」に基づき、子どもの読書活動を推進する拠点とし
て、平成30年12月に子ども図書館が開館。

○世界の絵本と地図のコーナー、ふるさと再発見コーナー、私たちのまちの児童文学コー

ナーなどもあり、本を読んだり、調べものをしたりするだけでなく、“ふるさと”北九州市のこ
と、世界のことも楽しく学ぶことができる施設。
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「環境教育」「防災教育」関連

◆北九州市環境教育プログラム

○ 「環境モデル都市づくり」の基礎を担う人材育成にふさわしい、北九州市独自
の小中９年間における環境教育を推進することを目的としたプログラム。

○小学校から中学校まで、発達の段階に応じた学習活動例などのプログラムを
掲載。

○その後、環境教育推進指定校やユネスコスクール推進指定校の取組を冊子
にまとめ、全市に広めてきた。（令和２年度からはSDGｓ推進指定校）

◆北九州市防災教育プログラム

○ 平成25年４月に配布された「災害時に主体的に行動できる子どもの育成」を
目指して作成された学校の教育活動における防災教育の指導書

○小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学校の４段階に分けて、

各教科等で防災に関する内容に触れることのできる部分について指導展開
例を紹介

○学習指導要領の改訂等にあわせて令和２年３月に改訂
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「キャリア教育」関連

◇キャリア・パスポートの実施

○ 新学習指導要領の特別活動においては、「学校、家庭及び地域における学
習や生活の見通しを立て、学んだことを振り返りながら、新たな学習や生活へ
の意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を行う」際に、児童生
徒が「活動を記録し蓄積する教材等を活用すること」とされ、「キャリア・パス
ポート」の例示資料及び指導上の留意事項が文部科学省から示されている。

○北九州市教育委員会においては、文部科学省の例示資料を踏まえて作成し

た様式等を学校に示し、小学校から中学校へこのキャリア・パスポートを持ち上
がり、学びの履歴をつくっていくこととしている。

◆社会と子どもと未来をつなぐ
～ 小中学校の連携を生かしたキャリア教育推進のために～

〇 小中の９年間をつなぐキャリア教育を中学校区での取組の推進に向け
た資料として、連携による効果や北九州市のキャリア教育全体像、小中
学校が連携してキャリア教育を行う上での活動例などを記載。
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「体力・食育」、「特別支援教育」関連

◆北九州市体力向上プログラム

○教育委員会が作成した「北九州市体力向上プログラム」を活用し、体育・保健

体育科の授業改善を進め、楽しみながら授業に臨む児童生徒の増加や体力
の向上を目指している（第４版改訂平成30年３月）。

◆食に関する指導実践事例集

○ 幼・小・中に渡る食育の系統を、一覧表にしてわかりやすく掲載。

○ 「食」に関する指導の具体的な実践事例を、多様な教科等を通して紹介。

○各学年の年間指導計画や教科等の実線事例、給食時間における資料等を多
数掲載。

◆学校区特別支援教育連絡会議

○ 「特別支援教育コーディネーター連絡会議」のうち、１回を「中学校区特別支援教育連絡会議」として、児童生徒
の特性と対応についての情報共有や中学校区での合同研修会を実施。
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３．９年間を通じた生徒指導
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SC・SSWとの連携強化（合同ケース会議等）

９年間を通じた生徒指導の状況

※小中一貫・連携教育に関するH27～Ｒ１（Ｈ３１）年度実績より作成
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不登校等に関する状況（令和元年度）

学年

小学校 中学校

病気
経済的
理由

不登校（Ａ) その他
長期欠
席児童
数合計

病気
経済的
理由

不登校（Ａ) その他
長期欠
席生徒
数合計

(A)の
うち，
前回調
査でも
不登校
に計上
されて
いた者

(A)の
うち，
90日以
上欠席
してい
る者

(A)の
うち，
前回調
査でも
不登校
に計上
されて
いた者

(A)の
うち，
90日以
上欠席
してい
る者

うち，
出席日
数が10
日以下
の者

うち，
出席日
数が10
日以下
の者

うち，
出席日
数が０
日の者

うち，
出席日
数が０
日の者

１年 45 0 8 1 0 0 24 77 112 0 215 46 139 2 1 22 349 

２年 47 0 22 5 7 1 1 20 89 129 0 305 146 226 16 5 43 477 

３年 49 0 23 6 5 0 0 40 112 124 0 313 206 235 19 6 44 481 

４年 68 0 47 18 28 2 1 39 154 

５年 86 0 78 31 44 4 2 56 220 

６年 89 0 83 34 52 5 2 63 235 

計 384 0 261 94 137 12 6 242 887 365 0 833 398 600 37 12 109 1,307 

（出典）令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査の調査票を利用し、独自に集計
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中学１年生に関する不登校等の状況（平成28年度～令和元年度）

（出典）平成28年度～令和元年度の児童生徒の問題行動・不登校等の生徒指導上の諸課題に関する調査の調査票を利用し、独自に集計

年度 長期欠席者数
不登校児童生徒数

90日以上欠席

平成28年度 323 158 93

平成29年度 325 161 91

平成30年度 348 177 116

令和元年度 349 215 139
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９年間を通じた生徒指導に関する施策

◆生徒指導主事・主任による定期的な情報交換会の実施

○定期的に生徒指導主事・主任会議を開催し、各中学校区による情報交換を行っている。また情報交換を通して得
た情報を活用し、積極的な生徒指導を実践している。

◆生活習慣・学習習慣ガイド

○義務教育９年間を通じて、児童生徒の発達段階（４－３－２の学年区分）に応じて生活習慣・学習習慣を育むため
のガイドラインで平成25年２月に学校に配布。

○中学校区ごとに児童生徒の現状・課題等に応じてガイドを作成するにあたり、参考としてもらう位置づけ。

◆中学校区における小学校高学年からのルールづくり
○小学校から中学校への円滑な移行を図り、中１ギャップ解消の手立てとするため、様々な視点から小学校高学年
からのルール作りを提示。

○中学校区ごとに、児童生徒の現状・課題等に応じてルールを作成するにあたり、参考となるもの。

◆北九州子どもつながりプログラム

○児童生徒がコミュニケーション能力を高め、人間関係を調整する能力や技術を身に付ける
ため、平成28年３月に策定したプログラム。

○小学校から中学校を前期（４年間）・中期（３年間）・後期（２年間）にわけてプログラムを設
定している。

○ 主に学級活動のなかで取り扱うことを想定しており、北九州スタンダードカリキュラムにお
いても、特別活動の年間指導計画例に位置付けられている。

表紙
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生活習慣・学習習慣ガイド 参考例

参考例をそのまま張り付けてください。
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中学校区における小学校高学年からのルールづくり 参考例

参考例をそのまま張り付けてください。

20

北九州子どもつながりプログラム例

21



スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置状況

年 度 H27 H28 H29 H30 令和元 令和２

スクールカウンセラー ７３名 ６５名 ６４名 ６３名 ６４名 ６４名

スクールソーシャル
ワーカー

８名 ９名 １２名 １２名 １５名 １７名

[スクールカウンセラー]
〇市内全中学校に配置（平成16年度～）
〇小学校への派遣（平成19年度～）

[スクールソーシャルワーカー]
〇教育委員会指導第二課に配置
〇学校・園からの要請に応じて派遣

22
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４．９年間を通じた学校・地域・家庭との連携
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校区で家庭学習のきまり作成・共有化

校区でチャレンジ週間の実施（ノーテレビ・ノーゲームチャレンジなど）

小中一貫・連携教育だよりの発行

校区で家庭学習の手引き・プリント等の配布

小中協働の学校支援地域本部事業の実施

９年間を通じた家庭・地域との連携の状況

※小中一貫・連携教育に関するH27～Ｒ１（Ｈ３１）年度実績より作成
24

９年間を通じた学校・家庭・地域の連携に関する施策

◆家庭学習チャレンジハンドブック

○児童生徒が自主的かつ効率的に家庭学習を進めることができるようにするため
の手引書

○学習内容や学習方法、ワンポイントアドバイス、ノートの実例などを盛り込み、自

力で学習できるよう、工夫した構成で、児童生徒の発達段階や習熟度など、個に
応じて幅広く活用できる資料

○児童生徒の発達段階に応じて小学校１～４年生版、小学校５年生～中学校３年
生版の２種類を用意

〇 児童生徒が家庭学習を行う上で、家庭学習の必要性や仕方が分かるＱ＆Ａを
学年ごとに掲載。

〇 小学校５年生から中学校３年生までの学習の仕方や学年別の学習内容につい
て１冊にまとめることにより、小学校高学年から中学校への家庭学習におけるス
ムーズな接続にもつながる。

25



学校評議員制度から
北九州市型コミュニティ・スクール（学校運営協議会）へ

学校評議員制度 北九州市型
コミュニティ・スクール（学校運営協議会）

校⻑

保護者や地域住⺠の代表など

意⾒① 意⾒② 意⾒③ 意⾒④ 意⾒⑤

学校運営に意⾒を⽣かす

校⻑の求めに応じて、
学校運営について意⾒を述べる

学
校
評
議
員

※学校関係者評価も⾏います。

校⻑からの説明に
ついて、熟議し、
協議会としての
意⾒を述べる

校⻑

保護者や地域住⺠の代表、
地域学校協働活動推進員など

学校運営協議会

説明

意⾒

学
校
運
営
に
意
見
を
生
か
す※学校関係者評価も⾏います。

26

北九州市型学校運営協議会

熟議

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実行）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

Ａｃｔion
（改善）

①学校運営への計画段階からの参画
めざす子ども像や学校の重点目標、学校が抱える課題など学校運営につい

て話し合う場（熟議）を持ちます。そこで出された意⾒を学校は受け取り、
学校運営に反映します。

②学校と地域との協働
熟議等で共有された目的・目標に向 かって取組を進めます。
従来から⾏われている地域と合同で⾏う防災訓練や清掃活動、
校内環境の整備や文化体験、読み聞かせなどの協働活動をより
有効に機能させるために、年間計画の作成、調整等を⾏います。

③学校関係者評価
学校が⾏う⾃⼰評価のうち、地域との連携に関わる

項目などについて学校関係者評価を⾏います。

④学校関係者評価等を基に改善
学校関係者評価等を基に熟議し、次年度

の学校運営に反映させます。

スクールヘルパーを通じて学校や子どもたちのこ
とについての理解を深めたり、アドバイスをいただ
けたりすることにもつながります。

話し合いで共有したことや熟議する中で意⾒として
出したことを、地域と合同の防災訓練や清掃活動、地
域と学校の協働で⾏う教育活動などに反映させます。

◆①〜④の４つの機能をもつ北九州市型学校運営協議会と地域学校協働活動を⼀体的に進めることで相乗効
果が⽣まれます。

【学校】 【地域】

北九州市型学校運営協議会の役割 〜学校運営のＰＤＣＡに関わる４つの機能〜
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北九州市型学校運営協議会の設置の状況

28

令和元年度 令和２年度

小学校（１２９校中） １５校 ６４校

中学校（６２校中） ２５校 ４６校

北九州市型学校運営協議会の設置状況
※本市では、令和元年度より、北九州市型学校運営協議会を順次導入

※上記のうち、
中学校区で合同で北九州市型学校運営協議会を設置している学校

令和元年度 １中学校区
令和２年度 ８中学校区

29

５．指導方法と指導体制の充実



指導方法と指導体制の充実

◆小中一貫・連携教育推進サポーターの配置

○推進サポーターについては、平成27年度までは、各中学校区に1名の配置であったが、平成28年度に運用の変更
が行われ、過去三年では以下のとおりの推移となっている。
・平成30年度 16名
・令和元年度 7名
・令和２年度 5名

◆小中学校教職員の人事交流の状況

◆小中学校教職員の兼務発令の状況

○小学校外国語教育の推進や体力の向上等のため、中学校英語科・保健体育科教員を中心に、小学校に配置して
おり、過去３年間では、以下のとおりの推移となっている。

【中学校から小学校に異動した教諭等の人数】
・平成30年度 13名
・令和元年度 22名
・令和２年度 26名

30

○小学校における専科指導の充実を図るため、また、小学校と中学校の円滑な接続を図るため、中学校の教員
に対して兼務の発令を行っているところである。

○なお、現在、専科指導の充実に係る小中学校間兼務の兼務発令の運用を簡略化することにより、小中一貫・連
携教育の更なる推進を図り、また学校現場における事務負担軽減を行うこととしている。

「一部教科担任制」の導入までの経緯

平成30年度まで

〇 小学校全校で学級担任以外による専科指導を実施

〇 一部の学校で中学校教員が専科指導を実施

令和元年度～

〇 小学校の免許を持たない中学校教員が小学校に異動し学級担任をもつ

「一部教科担任制」を一部の学校で導入

これらの取組に加えて
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校時 教科 担当

1 国

2 社

3 理

4 算

5 外

6 体

６年１組の学級担任
６年全学級の国語を担当

５年２組の学級担任
５・６年全学級の社会を担当

６年３組の学級担任
５・６年全学級の体育を担当

理科の専科指導教員
５・６年全学級の理科を担当

６年２組の学級担任
６年全学級の算数を担当

外国語の専科指導教員
３～６年全学級の外国語を担当

A教員

Ｂ教員

6年１組の1日の時間割のイメージ ＜学年３学級規模の場合＞

北九州市における「一部教科担任制」のシステムの概要について

中学校から異動した教員 32

◆ ６年３組の学級担任
◆ ５・６年全学級の体育を担当

北九州市における「一部教科担任制」のシステムの概要について

★ ★ ★ ★ ★ ★

国 社 算 理 音 図 体 家 外 道 総 特
担当 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
単位
時間 2 1 18 2 1 2 1

★は各教科担任が授業を行う教科

小学校免許をもたない
ためこれらの授業を担
当することはできない。

授業時数 空き時間

２２ ７
Ｂ教員

週３単位時間
×６学級

6年３組の学級担任が担当する授業 ＜１週間あたり＞

中学校から
異動した教員

学年３学級規模の場合
Ｂ教員
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北九州市における小学校の専科指導や教科担任制の実施状況①

小学校における専科指導実施状況

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実施校 ６５校 １１７校 １２５校 １２９校

◆専科指導実施校数

教科 令和元年度 令和２年度
国語 １2人 １３人
算数 9人 １２人
理科 104人 １１８人
社会 21人 ２０人
音楽 ２8人 ２６人

図画工作 31人 １９人
体育 ３7人 ５４人

外国語（活動） 89人 ８４人
家庭科 21人 １８人
合計 352人 364人

◆専科指導教科別実施状況 ※１名の教員が複数教科を担当する場合もある

34

北九州市における小学校の専科指導や教科担任制の実施状況②

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実施校 ー １０校 ２２校 ３９校
教員数 ー １０名 １９名 ２８名

◆中学校教員による専科指導実施状況（体育及び外国語教育で実施）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実施校 ー ー １６校 １７校
教員数 ー ー １６名 １８名

◆中学校教員による学級担任をもつ一部教科担任制実施状況
（保健体育科の教員）

※外国語については、複数校を兼務している場合もある

※１校に２名の中学校教員が学級担任となっている学校もある。
35



「一部教科担任制」の効果

「一部教科担任制」の導入による効果①

◆担当教科数が絞られるため、教員は
教材研究を深めることができる

◆空き時間が生まれるため、教員は空き時間を
教材研究や授業準備、豆テストの採点、

生徒指導などの時間に活用することができる

◆学級の枠を超えて授業を行うため、
児童を学年の全教員で育てる意識が高まる

◆教科担任の教科では、複数回授業を行うことが
できるため、授業改善につながる

36

「一部教科担任制」の効果

「一部教科担任制」の導入による効果②

◆1つの学級で複数の教員が授業を行うため、

児童の良さを様々な視点から発見できる

◆児童に複数の教員が関わるため、児童にとって

学習や学校生活などの相談ができる教員が増える

◆1人の教員が全学級の授業を担当するため、
担当する教科では、学級間の学習指導の差が少なくなる
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「一部教科担任制」の課題

「一部教科担任制」の導入の課題

◆学級を越えて授業を行ったり、学級担任以外の教員が授
業を行うため、

学年全体で時間割を作成することになり、時間割作成に戸
惑うなど今までにないシステムへの不安がある

◆中学校から小学校に異動した教員は、小学校の免許を
取得していない場合、担当できない授業がある

◆中学校から小学校に異動した教員の

教育課程や児童の発達の段階等の理解に時間がかかる

38
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